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9 戸田市総合振興計画審議会条例

○戸田市総合振興計画審議会条例

昭和５９年３月２７日
条例第３号

（設置）
第１条　�市長の諮問に応じ、市の総合振興計画に関し審議を行うため、戸田市総合振興計画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）
第２条　�審議会は、委員２０人をもって組織し、その委員は次の各号に掲げる者のうちから

市長が委嘱する。
（1）　市議会の議員
（2）　市内の公共的団体等の代表者
（3）　知識経験のある者
（4）　公募による市民

２　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

（会長及び副会長）
第３条　��審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）
第４条　審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３　�審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。

４　�審議会において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又
は意見を聞くことができる。

（庶務）
第５条　審議会の庶務は、総務部経営企画課において処理する。

（委任）
第６条　この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、市長が定める。



275

資料編

資
料
編

10 諮問書(戸田市第5次総合振興計画基本構想・基本計画(案)について(諮問)

戸経企第７６４号　
令和２年４月１６日

戸田市総合振興計画審議会会長　様

戸田市長　菅原　文仁　�

戸田市第５次総合振興計画基本構想・基本計画（案）について（諮問）

　戸田市総合振興計画審議会条例第１条の規定に基づき、「戸田市第５次総合振興計画基本構
想・基本計画（案）」について、貴審議会の意見を求めます。
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11 答申書(戸田市第5次総合振興計画基本構想・基本計画(案)について(答申))

令和２年７月３１日
戸田市長　菅原　文仁　様

戸田市総合振興計画審議会　
会長　　藤江　昌嗣

戸田市第５次総合振興計画基本構想・基本計画（案）について（答申）

令和２年４月２１日付け戸経企第６０号において諮問のありました戸田市第５次総合振興
計画基本構想・基本計画（案）について、下記のとおり答申いたします。

記

当審議会において慎重に審議を重ねた結果、戸田市第５次総合振興計画基本構想・基本計
画（案）は、妥当であることを確認いたしました。
今後の戸田市第５次総合振興計画基本構想・基本計画の推進に向けて、次のとおり意見を

付しますので十分に配慮されるようお願いいたします。

１　�基本構想において、将来都市像として示された「『このまちで良かった』　みんな輝く　
未来共創のまち　とだ」の実現を目指すとともに、状況が変化した場合にも柔軟に対応
できる実施計画等の策定・運用を行ってください。

２　�新型コロナウイルス感染症等の新たな課題に対しても、迅速かつ柔軟に取り組みを進め
てください。

３　�基本計画に掲げる施策の実現に向けて、部局横断的な課題に対して組織全体で取り組ん
でください。

４　�市民にとって分かりやすい計画にするため、図表やレイアウトを工夫するとともに、わ
かりにくい専門用語には注釈をつけて対応してください。

５　�戸田市第５次総合振興計画と一体的に策定する「戸田市国土強靱化地域計画（案）」及び「第
２期戸田市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）」については、総合振興計画との整合
性を図りながら、実効性のある取り組みとなるよう、策定・運用を行ってください。

６　�基本構想・基本計画の策定に当たっては、市民意識調査や戸田市第５次総合振興計画協
働会議からの提言など、多くの市民から意見・提案をいただきましたので、これらの意見・
提案を生かして実施するとともに、今後、事業を実施する際は、市民の声を十分に踏ま
えて取り組んでください。
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回数 日程 審議内容

1 2020年5月7日

（１）総合振興計画全体について
●�基本構想の計画期間については、昨今の変化の激しい時代に併せ、期間の見直し等
を弾力的に行えるようにされたい。
●�市民向けの計画を策定するためには、見やすく分かりやすい計画とするように構成さ
れたい。

（２）基本構想に関して
●�協働会議は、新型コロナウイルス感染症拡大前に開催されていたため、公衆衛生イ
ンフラに関する議論があまりされていない。災害発生時と同様に、あらゆる活動が制
限されることから、全体にまたがる内容として総合振興計画に反映されたい。

●�専門用語や分かりにくい用語については、解説を入れるなど、市民にとって分かりや
すく示されたい。
●市民満足度データなどのグラフに関して、レイアウトを工夫して見やすく示されたい。

2 2020年5月28日

（１）基本構想について
●財政分析については、比較対象とした類似団体等を示されたい。
●新型コロナウイルスによる新しい時代への対応については、十分な検討を行い、今後
に向けて精査されたい。

（２）施策体系について
●�「充実」「推進」「強化」などの持続性がある施策名と「整備」「支援」などの整備や支�
援で終わり、持続性がない印象を受ける施策名がある。名称について統一されたい。
●�施策は部局をまたがる内容が多いことから、横断的に連携して取り組むことが必要で
ある。一方で、施策における責任の所在の明確化や、部局間における考え方の相違を
調整することが課題となる。今後の対応について検討されたい。

（３）基本計画について
●�基本構想と同様に、専門用語や分かりにくい用語については、解説を入れるなど、市
民にとって分かりやすく示されたい。また、指標についても同様の対応をされたい。

●基本計画について、確実に進めていく進捗管理を検討されたい。

3 2020年6月25日

（１）基本計画について
●�各施策がSDGｓのどの目標に寄与するのかを示すため、施策ごとにアイコンを付け
ているが、施策により過多があるため、市として注力しないものと誤解されかねない。
SDGｓと各施策の整理については、記載方法を工夫されたい。

4 2020年7月17日

（１）答申書について
●�変化の激しい時代においては、基本構想や基本計画を推進するに当たり、柔軟に対
応することが求められる。状況が変化した場合にも臨機応変に対応できるよう、計画
の策定・運用を進められたい。

●�基本計画に沿って進めていく個別具体的な事業においても、実施する際に市民の声
をその都度聞き、柔軟に対応できるように取り組みを進められたい。

【審議会の経過】
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11 答申書(戸田市第5次総合振興計画基本構想・基本計画(案)について(答申))

【審議会の様子】

（敬称略）

【戸田市総合振興計画審議会委員名簿】

藤江　昌嗣　（会長） 牧瀬　稔　　（副会長）

手塚　静枝 酒井　郁郎 石井　雅男

溝上　西二 公平　誠 中本　剛

市ヶ谷　昌彦 中村　信成 渡邉　一俊

雨木　恵美 三坂　功 榎本　潤一

熊木　祐児 齋藤　達志郎 興松　敬史

冨田　好一 石田　英信 山本　須美子
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行 用語名称 解説
基本構想の
該当する
ページ数

基本計画の
該当する
施策番号等

あ IoT Internet� of� Thingsの略。様々な物がインターネットにつながることで、相
互に情報交換や制御ができる仕組みのことです。 p７

ICT
情報通信技術（Information� and�Communication� Technology）の
略。様々な情報システムなどによる情報技術に通信技術を組み合わせた
技術です。

p７ 施策４、９、�
考え方②

アウトカム 施策や事業の実施により生じる中長期的な成果・効果のことです。 p５

アウトプット 事業の実施により生じる直接的な成果のことです。 p５

いいとだメール 戸田市内の「市からのお知らせ」「防災・気象情報」「防災行政無線」「防犯
情報」「産業・就労情報」などが配信されるメールのことです。 施策17

EBPM
科学的分析に基づく政策立案（Evidence・based� policy�making）の
略。政策の企画について、目的を明確化したうえで合理的根拠に基づくも
のとすることです。

p30 考え方③

AI Artificial� Intelligenceの略。人工的に作られた人間のような知能や、そ
れを作る技術のことです。 p７ 施策５

AED
（自動体外式除細動器）

自動体外式除細動器（Automated�External�Defibrillator）の略。心室
細動などの不整脈に対し、心臓に電気ショックを与えて正常な状態に戻す
医療機器のことです。

施策15

SNS
ソーシャルネットワーキングサービス（Social� Networking� Service）
の略。人と人との社会的なつながりを維持・促進する会員制のオンライン
サービスのことです。

施策18、�
考え方②

NPO
民間非営利組織（Non-Profit�Organization）の略。営利を目的とせず、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的に活動を行って
いる団体のことです。

施策５、32

エビデンス 客観的なデータに基づいた科学的な根拠のことです。 施策４

eＬＴＡＸ
地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における申告や納税などの手
続きを、インターネットを利用して電子的に行うことができるシステムのこと
です。

考え方③

応急手当指導員
消防機関が指定する講習を修了し、応急手当（心肺蘇生法やAEDの取り
扱い方法など）の指導を行うことが出来る者として、消防長が認定した方の
ことです。

施策15

オーラルフレイル
噛む・飲み込む機能が衰えた状態（食べこぼし、むせ、噛みにくい、のみ込
めない、滑舌が悪くなるなど）のことです。放置すると全身的な機能低下が
進みますが、介入により改善することができます。

施策９

温室効果ガス 大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し、再放出することで地球温
暖化に影響を及ぼすものです。二酸化炭素やメタンなどが挙げられます。 p７ 施策27

か 海洋プラスチックごみ
ペットボトルや容器包装などのプラスチック製品が不適切に処分され、ご
みとして海に大量に流出しているもののことです。海洋環境や生態系に大
きな影響を与えています。

施策28

学校運営協議会
各教育委員会が必要に応じて設置する協議会で、保護者や地域住民など
が参加し、学校運営や教育のあり方について協議することを目的としてい
ます。コミュニティ・スクールとも呼ばれます。

施策４

環境基準
大気の汚染や水質の汚濁、土壌の汚染、騒音などについて、人の健康を
保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされている基
準のことで、環境基本法に規定されています。

施策27

起業支援センター

市の連携事業者である戸田市商工会が運営している施設で、起業・創業
を計画している方や、事業を起こして間もない小規模企業者を支援するた
めに、小規模オフィスを貸し出しています。正式名称は「戸田市商工会起業
支援センター」、愛称は「オレンジキューブ」です。

施策29

12 用語解説一覧
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行 用語名称 解説
基本構想の
該当する
ページ数

基本計画の
該当する
施策番号等

か 義務的経費
法令などにより支出が義務付けられている経費のことです。人件費、扶助費
（生活保護費・児童福祉費・老人福祉費など）、公債費（市債の元金や利
子を支払う費用）が含まれます。

p19

救急救命士
厚生労働大臣の免許を受けて、医師の具体的な指示のもとに、心肺機能
停止状態の傷病者に対して器具による気道確保や静脈路確保など、救急
救命処置を行うことができる救急隊員のことです。

施策15

行政コスト計算書 ある会計年度において、行政サービスにかかった費用の内訳を計算したも
のです。 p18

行政評価
効率的、効果的で透明性の高い行政運営を行うため、行政の実施する施
策や事務事業を統一的な視点と手段で客観的に評価し、その結果を計画
策定、予算編成などに活用する仕組みのことです。

p５ 考え方③

共通語彙基盤 政府や地方自治体が公開するオープンデータにおいて、分野や地域を越え
て情報交換を行うため共通して用いられる語い集のことです。 考え方②

景観アドバイザー制度 建築物や工作物、広告物などのデザインや色彩、緑地などについて、都市
景観アドバイザーが専門的な立場から助言を行う制度のことです。 施策21

経済センサス 事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、我が国における包括的
な産業構造を明らかにすることを目的とした調査のことです。 施策30

経常収支比率
毎年度経常的に支出される一般財源が、毎年度経常的に収入される一般
財源に対してどの程度の割合になっているかを示す指標のことです。この
数値が低いほど、柔軟な財政運営ができることとなります。

p19

減価償却 有形固定資産の耐用年数に応じて、その価値の減少を費用として計上す
ることです。 p20

現金主義会計 現金の入出金があった時点で、収益と費用を計上する会計処理の方法の
ことです。 p20

健康マイレージ事業
スマートフォンのアプリや専用の歩数計を使ってウォーキングを続けること
で、楽しみながら健康づくりを進めることができる「埼玉県コバトン健康マイ
レージ事業」のことです。

施策９

後期高齢者医療制度 75歳（一定の障害があるなどの場合は65歳）以上の方が加入する独立し
た医療制度のことです。 施策12

工業見える化事業

事業者側から積極的に情報発信を行い、近隣住民に事業内容を示すこと
で、市内産業の中核を担う工業に対する応援団を増やして操業環境を改
善し、産業全体の活性化・集積を図るとともに、流出防止につなげるため
に実施している事業のことです。その一つとして、市内事業者の情報を掲載
した「工業見える化マップ」を作成して、地域産業の情報をお知らせしてい
ます。

施策30

公債費 市債の元金や利子を支払う費用のことです。 p19

公的個人認証法
安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や
電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を
提供するサービスに関する法律のことです。

考え方③

後発医薬品 先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認された医
薬品のことです。 施策13

公民連携ファーム
民間企業が持つ資源やノウハウなどをいかした提案を募集し、複雑化する
行政課題などを迅速かつ柔軟に解決するために設置している市の窓口の
ことです。

考え方③

高齢化率 65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のことです。 p15

コーホート要因法
出生、死亡、移動などの人口変動要因に基づき、ある時期に生まれた方々
を一つの集団として考え、その集団毎に将来人口を推計する方法のことで
す。

p16
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か 国民健康保険制度
病気にかかったりけがをしたときなどに安心して治療を受けられるように、
加入者が普段からお金（保険税）を出し合い、必要な医療費に充てること
でお互いに助け合う、公的医療保険制度のことです。

施策12

子育て世代包括支援
センター

妊娠期から子育て期にわたる様々な問題やニーズに対して、切れ目なく相
談支援を提供する機関のことです。 施策１

子ども家庭総合支援
拠点

全ての子どもとその家庭、妊産婦などを対象に必要な支援を行うため、地
域の資源を有機的につないで、切れ目なく継続的に支援する機能を担う
拠点のことです。

施策１

コミュニティ協議会
地域住民が力を合わせて、住みよい地域社会づくりを自主的に進めていく
組織のことです。町会・自治会などの地域に根ざしている集団や、様々な市
民活動団体、個人などにより構成されます。

施策32

さ 財政力指数 自治体の財政状況を表した指数のことです。財政力指数が高いほど、国に
依存しない自立した財政運営ができることとなります。 p19

在宅福祉サービス
高齢者や障がい者などが、住み慣れた地域社会や家庭で生活できるよう
に、公的施策や機能の活用、地域住民の協力などにより行われる社会福
祉サービスのことです。

施策11

在宅療養支援ベッド 在宅療養者の容態が変化した際に、かかりつけ医の判断で速やかに入院
ができるベッドのことです。 施策８

３R（リデュース・リユース・
リサイクル）

Reduce（リデュース＝ごみを出さない）、Reuse（リユース＝再使用する）、
Recycle（リサイクル＝再利用する）の頭文字をとった略。環境配慮に関す
るキーワードです。

施策27

CSR
企業の社会的責任（Corporate� Social� Responsibility）の略。企業は
利益の追求だけではなく、あらゆる利害関係者の利益を実現することによ
り、社会的な責任を果たす必要があるという考え方です。

施策25

自主財源 市が県や国に依存せずに、独自に調達できる財源のことです。 p18

自主防災会
自分の身は自分で守る自助と、地域の人々が互いに助けあう共助を有機的
につなげ、地域の防災活動に自主的に取り組む町会・自治会と同一単位で
活動する組織のことです。

施策16

自治基本条例 住民自治に基づき、地域の特性に沿ったまちづくりの方向性や基本理念や
仕組み、運営ルールなどを示した条例のことです。 ｐ２ 考え方①、

②

シティプロモーション
市内外へのまちの魅力発信、ブランド力やイメージの向上により、人や企業
に関心を持ってもらい、誘致や定着を図ることで、将来にわたるまちの活力
を得ることにつなげる活動のことです。

p30 施策30、�
考え方②

市民大学 全ての市民に開かれた自己学習の場として運営している制度で、市内公共
施設などで行う認定講座の総称のことです。 施策５

社会資本ストック 国や地方自治体などの公的機関によって整備された道路や港湾、水道、
公園などの社会資本の量のことです。 施策20

社会福祉協議会
住民の誰もが、安心して暮らすことのできる地域を目指して、地域住民やボ
ランティア、その他福祉関係者や行政機関と連携し、地域の福祉増進に取
り組む社会福祉法人のことです。

施策10、
11

住宅用火災警報器 火災発生時の煙または熱を自動的に感知し、警報音や音声で知らせてく
れる機器のことです。 施策15

住民基本台帳法
住民に関する記録を正確かつ統一的に行うために設けられた住民基本台
帳により、住民の利便性の向上や、�国や地方自治体の行政の合理化に資
することを目的として制定された法律のことです。

考え方③

循環型社会

地球環境を保全しつつ、限りある天然資源を大切にし、持続的な発展を遂
げていくために、資源・エネルギーの大量消費や廃棄物の発生を抑制する
とともに、資源の有効利用を進めて、環境への負荷をできる限り低減しよう
とする社会のことです。

p７ 施策27
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さ 純経常行政コスト 行政サービスを提供するために必要となる経常的な費用のことです。 p21

純資産比率 市全体の資産のうち、純資産（資産と負債の差額）が占める比率のことで
す。 p20

障害者就労プロセス
マップ

障がい者の就労支援に取り組む方法や基礎的な知識、各種助成制度な
どをまとめた冊子です。 施策14

浄化施設 河川の水をくみ上げ、浄化後、河川に戻す施設のことです。 施策27

浄化導水 荒川の河川水を放流し、川の流れをつくることで浄化を促していることで
す。 施策27

小規模保育事業所 ０～２歳児の少人数（定員６～19人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気
のもと、きめ細かな保育を行う事業所です。 施策２

消防団 消防組織法に基づく自治的な消防機関のことです。地域住民を火災・水害
から守るために活動します。 施策16

将来負担比率 年度末時点での市債の借入金残高や将来負担する可能性のある負債の
程度を指標化したものです。 p19

シルバー人材センター 企業や家庭、公共団体などから高齢者に適した仕事を引き受け、会員に
提供する都道府県知事認定の公益法人のことです。 施策11

心原性心肺機能停止
傷病者 心臓に何らかの原因があり心臓の機能が停止してしまった方のことです。 施策15

推奨データセット
オープンデータの公開とその利活用を促進するため、政府として公開を推
奨するデータ、公開するデータの作成にあたり準拠すべきルールやフォー
マットなどを取りまとめたもののことです。

考え方②

ストック情報 ある時点において市が保有している資産と債務の情報のことです。 p20

生活支援コーディネー
ター

地域において、高齢者の生活支援や介護予防サービスの提供体制の充実
に向け、地域と人とをつなぐ役割を担う方のことです。 施策11

生活保護
生活に困窮する国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するととも
に、自立を助長することを目的とする制度です。

施策13

生産緑地
良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部
に残存する農地の計画的な保全を図ることを目的に、都市計画において
地方自治体が定める区域のことです。

施策25

成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々に対
し、財産管理、契約、遺産分割などで本人に不利益が出ないよう支援する
制度のことです。

施策11

相談支援事業所 障がい者（児）やその家族などが、障害福祉サービスの利用や生活上の困
りごとなどについて相談できる窓口のことです。 施策14

た 貸借対照表
市が会計年度末において、今までの財政運営の結果、どれだけの資産を
形成し、どれだけの債務を負っているかといったストック情報を表すもので
す。

p18

多文化共生社会
国籍や民族などの異なる方 が々、互いの文化的な違いを認め合い、対等な
関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくことがで
きる社会のことです。

考え方①

男女共同参画
誰もが、性別、性的指向、性自認に関わりなく個人として尊重され、その個
性と能力を発揮し、責任を担い、対等な立場で社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保されることです。

考え方①

地域安全ステーション 市内に２箇所ある自主防犯活動の拠点のことです。 施策17
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た 地域福祉
制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人とのつながりを
大切にし、互いに助けたり助けられたりする関係やその仕組みをつくり、地
域社会における福祉課題の解決に取り組む考え方のことです。

施策10

地域包括ケアシステム
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が
一体的に提供されるシステムのことです。

施策８、11

地域包括支援センター 高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活が続けられるように、介護や
福祉、保健、医療など様 な々面で支援を行う高齢者相談窓口のことです。

施策10、
11

地区計画
地区の課題や特性を踏まえ、地域住民と市が連携しながら、地区の目指す
べき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけを行い、まち
づくりを誘導する制度のことです。

施策21

治水 洪水などの水害から生命・財産・生活を守るため、河川の改良や保全など
を行うことです。 施策19

地方債 地方自治体が、資金の調達のために外部から借り入れる債務のことです。 p20

通級指導教室
小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障がいがある児童生徒に対し
て、各教科などの授業は通常の学級で行いつつ、障がいに応じた特別の
指導を特別の場で行う特別支援教育のことです。

施策14

土に親しむ広場
市民がレクリエーションや自家用野菜の栽培などを目的として、15平方メー
トル程度の区画を利用し、野菜や花を育てるための農園で、いわゆる市民
農園のことです。

施策25

特定健康診査 国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象に、生活習
慣病の予防を目的とした健康診断のことです。 施策12

tocoバス 市のコミュニティバスのことです。toco（トコ）バスは、昼間に公共交通機関
での移動が不便な地域と、駅や病院、公共施設などを結ぶ交通機関です。 施策24

戸田市救急ステーショ
ン

重篤な傷病者が発生した際、迅速な応急手当ができると、市から認定され
た事業所などのことです。 施策15

戸田市障害者就労支援
センター

就労支援員が、市内の障がい者やその関係者からの就労に関連する相談
を受け、支援を行う施設のことです。 施策14

戸田市優良推奨品
「戸田ブランド」

市内の事業所において製造や加工された商品、企画された商品などのう
ち、市長が認定したものです。優良推奨品等として認定を受けると、「戸田
ブランド」として商品やサービスを販売・発信できます。

施策30

土地区画整理事業
未整備な市街地において、宅地の利用促進を図るため、土地の区画や形
状を整え、道路や公園など公共施設の新設、整備を行い、良好な市街地を
総合的につくりあげる事業のことです。

施策21、
22、26

な 内水 大雨が降った時に下水道や道路側溝などに排水できないで地表面にたま
る水のことです。 施策19

21世紀型スキル

「21�世紀を生き抜く力をもった市民」に求められる能力のことです。問題
解決力や論理的・批判的能力などの「思考力」、言語や数量、情報スキル
などの「基礎力」、自立的活動力や社会参画力などの「実践力」から構成さ
れます。

施策４

認知症サポーター 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の方やその家族
に対してできる範囲で手助けする方のことです。 施策11

認知症初期集中支援
チーム

複数の専門職が家族の訴えなどにより認知症が疑われる方や認知症の方
及びその家族を訪問し、自立生活のサポートを行うチームのことです。 施策11

は 働き方改革関連法 令和元年（2019年）４月１日から施行された労働者による多様な働き方の
選択を促進する法律のことです。 施策29

発生主義会計 現金の入出金に関わらず、収益と費用をその発生が確定した時点で計上
する会計処理の方法のことです。 p20
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は 発達障害
脳の発達に関係する障害で、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎
性発達障害、学習障害（LD）、注意欠陥・多動性障害（ADHD）などが含ま
れます。

施策14

パブリック・コメント
市が政策などの立案をする際にその案を広く公表し、市民や事業者などか
ら提出された意見を考慮し、最終的な意思決定を行うとともにその意見に
対する市の考え方を公表する手続きのことです。

考え方④

パラメータ 媒介変数のことで、推計結果に影響を与える外部から投入される数値のこ
とです。 p16

パリ協定
平成27年（2015年）に、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組
条約第21回締約国会議（COP21）において採択された、温室効果ガス排
出削減に向けた国際枠組みのことです。

p７ 施策27

汎用的スキル
キャリア教育で育成すべき力のことです。「人間関係形成・社会形成能力」
「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」
の４つの能力から構成されます。

施策４

PDCAサイクル
Plan-計画する、Do-実施する、Check-評価する、Action-改善するとい
う４つのサイクルを繰り返し、継続的に事業活動を改善させる手法のこと
です。

p30 考え方③

BPR（業務改革）
業務改革（Business� Process�Re-engineering）の略。既存の業務の
構造を抜本的に見直し、業務の流れを最適化する観点から再構築するこ
とです。

考え方③

ビッグデータ ICT技術の発達により、収集・蓄積・分析が可能になった膨大でリアルタイ
ムに変化するデータのことです。 p７

非認知スキル
IQや学力など、数値化できる「認知スキル」に対し、人と関わる力や目標に
向かって頑張る力、感情をコントロールする力など、数値化できないスキル
のことです。

施策４

フィルムコミッション 映画やドラマなどの撮影をスムーズに進めるため、ロケ地に関する情報や
必要な手続きを案内するなど、ロケを支援する窓口のことです。 施策31

複式簿記 取引の発生を原因と結果という二面性から帳簿に記録する方法のことで
す。 p20

扶助費 社会保障制度の一環として地方自治体が各種法令に基づいて実施する給
付や、地方自治体が単独で行っている各種扶助に係る経費のことです。 p19 施策13

普通会計 個 の々地方自治体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政比較など
のために用いられる会計区分のことです。 p18

プラットフォーム 物やサービス、人が集まり、交流やつながりを生み出す場所や仕組みのこ
とです。 p7

フレイル 加齢により心身が老い衰えた状態のことです。早く介入して対策を行えば
元の健常な状態に戻る可能性があります。 施策９、11

保育コンシェルジュ 保育に関する専門的知識を有し、地方自治体に配置される相談員のことで
す。 施策２

放課後子ども教室 放課後に小学校の余裕教室や校庭、体育館などを活用して、地域の大人
の協力を得て、交流する取り組みのことです。 施策３

法定外繰入
医療費の増加などにより、国民健康保険が保険税収入だけでは赤字にな
る場合、補填のために一般会計から国民健康保険特別会計に繰入れるこ
とです。

施策12

保存樹木 良好な緑を保全するために市が指定する、一定の基準を満たした民有地
の樹木のことです。 施策25
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ま マイナンバー法
個人及び法人その他の団体を識別するために、個人番号（マイナンバー）
及び法人番号を割り当て、行政事務の効率化や行政手続きの簡素化を図
るために必要な事項を定めた法律のことです。

考え方③

みどりの学校ファーム 学校単位に農園を設置し、児童生徒が農業体験活動を行う取り組みのこ
とで、埼玉県が実施している事業です。 施策25

民生委員
地域住民の生活状態の把握、暮らしに不安がある方に対する相談・助言・
支援、社会福祉事業者または社会福祉活動者との連携・活動支援、福祉
事務所その他関係行政機関への協力などを行う民間奉仕者のことです。

施策10

や 有形固定資産 長期間に渡り使用される固定資産のうち、土地・建物や車両など、物理的
な形を持つ資産のことです。 p20

友好・姉妹都市 文化交流や親善を目的として協定を結んでいる（国内外の）都市のことで
す。

施策25、
32

ら ライフサイクルコスト 建物や橋、道路などの構造物に係る調査、計画、設計、建設、維持管理、
更新、廃棄までの一連の過程で必要となるすべての費用のことです。 施策20

ライフライン 電気やガス、水道、通信、交通など、生活に必須な設備やシステムのことで
す。 p29

リカレント教育（学び直
し）

社会人になってからも、学校などの教育機関に戻り学習し、再び社会へ出
ていくことを生涯続けることができる教育システムのことです。 施策５

老人クラブ
各地域の高齢者が自主的に集まり、社会奉仕、スポーツ、教養講座の開催
といった活動を通じて、老後の生活を健全で心豊かなものにしようと活動
している団体のことです。

施策11

わ ワーク・ライフ・バランス

仕事と生活の調和のことで、働く人誰もが仕事の責任を果たしつつ、家庭
生活や地域社会、自己実現など様々な活動においても、ライフステージに
応じて自らの希望するバランスを保ちながら、多様な生き方が選択・実現で
きるようにすることです。　

p８

ワークショップ 参加者がグループで積極的に意見交換をすることで、問題解決やアイデア
創出、合意形成などを図ることです。 p８

ワンストップ窓口 地方自治体における複数の手続きを、一つの窓口で一度に完了することが
できる窓口のことです。 施策29
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